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交
通
事
故
、
詐
欺
、
お
ど
し
な
ど

の
被
害
に
あ
い
、
警
察
や
検
察
庁
に

訴
え
た
が
、
検
察
官
が
そ
の
事
件
を

起
訴
し
て
く
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な

不
満
を
お
持
ち
の
方
の
た
め
に
検
察

審
査
会
が
あ
り
ま
す
。
費
用
は
無
料

で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

　
申
立
や
手
続
き
等
の
詳
細
は
、
横

浜
地
方
裁
判
所
小
田
原
支
部
内
小
田

原
検
察
審
査
会
事
務
局
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
　

・
小
田
原
検
察
審
査
会
事
務
局

　
小
田
原
市
本
町
１
―

７
―

９

　
☎
０
４
６
５（
22
）６
１
８
６

・
町
選
挙
管
理
委
員
会

　
☎
内
線
２
２
８

　
８
月
24
日
任
期
満
了
と
な
る
農
業

委
員
会
委
員
の
選
挙
を
次
の
と
お
り

行
い
ま
す
。

▼
告
示
日
　
８
月
８
日（
火
）

▼
投
票
日
時
　
８
月
13
日（
日
）

　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

▼
投
票
所

・
第
１
　
町
役
場
４
階
第
１
会
議
室

・
第
２
　
国
府
支
所
２
階
会
議
室

▼
選
挙
す
る
委
員
の
数
　
15
人

▼
投
票
で
き
る
方
　
町
農
業
委
員
会

委
員
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て

い
る
方
。
入
場
券
は
後
日
郵
送
し

ま
す
。

《
期
日
前
投
票
》

　
投
票
日
当
日
に
仕
事
や
旅
行
な
ど

の
予
定
が
あ
る
方
は
事
前
に
投
票
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
日
時

　
８
月
９
日（
水
）〜
12
日（
土
）

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８
時

▼
投
票
場
所
　

　
町
役
場
３
階
Ｃ
会
議
室

《
開
票
》

▼
日
時
　
８
月
13
日（
日
）

　
午
後
６
時
〜

▼
場
所
　
町
役
場
４
階
第
１
会
議
室

　
ま
た
、
立
候
補
者
に
つ
い
て
は
、

次
の
と
お
り
、
説
明
会
及
び
審
査
会

を
行
い
ま
す
。

《
立
候
補
事
前
説
明
会
》

▼
と
き
　
７
月
18
日（
火
）

　
午
前
９
時
30
分

▼
と
こ
ろ
　
国
府
支
所
２
階
会
議
室

※
立
候
補
届
の
書
類
を
同
時
に
配
布

し
ま
す
。

《
事
前
審
査
》

▼
と
き
　
７
月
24
日（
月
）

　
午
後
１
時
30
分
〜
午
後
５
時

▼
と
こ
ろ
　
国
府
支
所
２
階
会
議
室

◎
問
い
合
わ
せ

　
選
挙
管
理
委
員
会

　
☎
内
線
２
２
８

委
員
の
選
挙

　
最
近
、「
支
払
督
促
」や「
小
額
訴
訟
」

と
い
っ
た
裁
判
所
の
手
続
を
悪
用
し

た
り
、裁
判
所
か
ら
の
通
知
を
装
っ

た
架
空
請
求
が
見
ら
れ
ま
す
。

　
裁
判
所
の
手
続
が
本
当
に
進
め
ら

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
身
に
覚
え
が

な
く
て
も
放
置
す
る
と
、
強
制
執
行

な
ど
の
不
利
益
を
被
る
お
そ
れ
が
あ

り
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
裁
判
所
か
ら
通
知
が

届
い
た
と
き
は
、
本
当
の「
裁
判
所
」

か
ら
の
通
知
か
ど
う
か
を
確
認
す
る

こ
と
が
必
要
で
す
。

　
そ
の
際
、
通
知
に
書
か
れ
た
裁
判

所
の
連
絡
先
が
、
嘘
の
可
能
性
も
あ

る
の
で
、
電
話
帳
や
番
号
案
内
ま
た

は
消
費
生
活
相
談
で
確
認
を
し
ま
し

ょ
う
。

①「
特
別
送
達
」と
記
載
さ
れ
た
、
裁

判
所
の
名
前
入
り
の
封
書
で
送
付

さ
れ
て
き
ま
す
。
↓
は
が
き
や
普

通
郵
便
で
送
付
さ
れ
て
く
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

②
郵
便
職
員
に
よ
る
手
渡
し
が
原
則

で
す
。
↓
は
が
き
な
ど
の
よ
う
に

郵
便
受
け
に
投
げ
込
ま
れ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

③
受
取
り
の
際
は
、
郵
便
職
員
か
ら

「
郵
便
送
達
報
告
書
」に
署
名
又
は

押
印
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

④
ま
た
、
本
物
の
「
支
払
督
促
」
や

「
小
額
訴
訟
の
呼
出
状
」に
は
、「
事

件
番
号
」・「
事
件
名
」が
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
支
払
督

促
」に
つ
い
て
は
、「
督
促
異
議
申

立
書
」
が
一
緒
に
同
封
さ
れ
て
い

ま
す
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
書
類
に

金
銭
の
振
込
み
先
等（
預
金
口
座

等
）が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　
本
物
の
通
知
か
ど
う
か
分
か
ら
な

い
と
き
は
、
通
知
に
書
か
れ
た
連
絡

先
に
は
絶
対
に
連
絡
し
な
い
で
く
だ

さ
い
。
電
話
帳
や
消
費
生
活
相
談

（
15
ペ
ー
ジ
参
照
）な
ど
で
裁
判
所
の

連
絡
先
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

　
地
域
協
働
課
　

☎
内
線
２
３
７

農
業
委
員
会

検
察
審
査
会

検
察
審
査
会

検
察
審
査
会

ご
存
知
で
す
か

ご
存
知
で
す
か

本
物
か
ど
う
か
の

見
分
け
方
の
ポ
イ
ン
ト

本
物
か
ど
う
か
の

見
分
け
方
の
ポ
イ
ン
ト

裁
判
手
続
を
悪
用
し
た
架
空
請
求
に
注
意
！

裁
判
手
続
を
悪
用
し
た
架
空
請
求
に
注
意
！

裁
判
手
続
を
悪
用
し
た
架
空
請
求
に
注
意
！

裁
判
所
か
ら
の

本
当
の
通
知
の
場
合

　
　
　
　
　
　
←

弁
護
士
や
消
費
生
活
相
談
で

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

架
空
の
通
知
の
場
合

　
　
　
　
　
　
←

そ
の
ま
ま
放
置
し
て
か
ま
い
ま
せ

ん
。
不
安
な
と
き
は
消
費
生
活
相

談
で
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。


